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◆ 明日「9の日」宣伝を全国で大規模に！

　共同センターは、04年9月の結成以来、全国一斉の「9の日」行動を呼びかけ、宣伝・署名活動を展開しており、この行動は、ほぼ全県の取り組みとして定着し、「地域共同センター」の結成が300カ所を超える中で県都から地域・行政区単位でも実施されるようになってきました。

昨年の教育基本法改悪反対闘争では、大阪憲法会議・共同センターが府下300～400を超える大宣伝を行なうまでの運動の広がりを創り出し、1日に5000人を超える人が参加するなど全国の運動をリードし、国民世論を大きく変え国会審議に影響を与える取り組みとなりました。

こうした、経験と教訓を全国に広げ、点から面へ、月1回から数回へ、そして秋田県で計画しているように、一定ゾーンでの「集中街頭宣伝」を実施するなど、攻勢的な宣伝署名活動を行ないましょう。
◆ 国会議員にメールやFAXを送ろう！

「憲法改悪・国民投票法反対」一斉送信メールフォームを開設しました。

■ 憲法改悪反対共同センターは、2月7日からは「国会議員にメール・FAXを送ろう！『「憲法改悪・国民投票法反対』一斉送信メールフォーム」を当センターホームページの右上に開設しました。　http://www.kyodo-center.jp/index.htm　
■ インターネットを活用して日本全国からいつでも誰でも国会議員に対し、憲法第16条の「請願権」を行使する運動の一環として開設しました。「憲法改悪反対・9条を守れ」の声を国会議員にいっせいメールしましょう。

■ メールフォームには、衆参両院の憲法調査特別委員会の名簿を掲載していますのでメールだけでなくＦＡＸも送ることができます。
■ メールやFAXの送信にあたっては、自分の言葉で簡潔明瞭かつ丁寧に書き、誹謗・中傷の類にならないよう注意して下さい。
■ 「一斉メールフォーム」を各団体の機関紙、ニュース、メール、チラシ等で広く知らせましょう。また、お持ちのメーリングリストで知人・友人にも知らせましょう。転送は自由です。

■ 改憲を最終的に決めるのは、主権者国民です。改憲反対の意思を大きく結集し、自公民に断念させましょう。また、改憲反対で頑張っている日本共産党議員、社民党議員には激励メールを送りましょう。

■ 憲法改悪反対共同センターは、憲法改悪反対闘争の情報・交流・連帯・共同のセンターとして、そのネットワークの役割を果たしています。

<メールフォーム>  http://www.kyodo-center.jp/douhoumail/douhou.htm
◆ 改憲手続き法反対2.7院内集会　議員要請

憲法改悪反対共同センターは、2月7日のお昼休みの国民大運動実行委員会などの主催する衆議院議面行動に引き続いて、第166通常国会初の院内集会と議員要請を行ないました。衆議院第1議院会館で開かれた院内集会には埼玉土建の仲間25人、民医連10人、新婦人7人、自治労連6人、全商連4人をはじめ18団体から80人が参加し、国会情勢が緊迫する中で意気高い行動となりました。
院内集会では高田公子新日本婦人の会会長が主催者あいさつを行ない、日本共産党の仁比聡平参議院議員(参議院憲法調査特別委員)が国会報告。仁比議員は、安倍首相が1月にNATOを訪問したときに「自衛隊が海外で活動することをためらわない」と発言するなど、自衛隊を公然と海外での軍事行動に派遣できるために憲法9条を変えようとしていると指摘。安倍首相が自分の任期中の5年以内の改憲を掲げ、改憲を参議院争点の争点とし、改憲のための手続き法を5月3日までに成立させようとしていると改憲タカ派ぶりを告発。与党と民主党の改憲手続き法の修正提案の問題点を5点にわたって解明しました。
■改憲手続き法の問題点

①最低投票率も定めず、「投票総数」の1/2以上としているが、これは「有効投票」の1/2と同じで最も少ない賛成で改憲することになる。②本来自由でなければならない国民投票運動を公務員や教員について規制している。③テレビ・新聞などへの有料広告を資金力のある財界や改憲勢力が金まかせてやり賛成票をかすめ取る危険性がある。④広報協議会を改憲案の発議時の議員数に応じて配分することにしているが、それでは改憲派が多数を占め改憲勢力に偏重した広報活動が行なわれる危険がある。⑤憲法審査会を設置し、改憲案の審査が恒常的に出来るようになる。
■国会議員への要請が待たれている
院内集会終了後、各団体ごとに2～3人で組を作り、衆議院憲法調査特別委員全員に「改憲のための国民投票法は廃案のして欲しい」と要請しました。自民党の船田元議員秘書は「特別委員会の理事をしており、憲法改正を推進している」、民主党の枝野幸男議員秘書は「憲法の規定に基づいて公正な手続き法をつくることとしている。即改憲とか、9条を変えるとは言ってない」、社民党の辻元清美議員秘書は「法案そのものに反対を貫く。民主的な投票法はあり得ない」、共産党の笠井亮議員は「まだまだ要請FAXもメールも少ない」などの反応があり、総じて直接の議員要請が少ないためか、どの議員秘書も丁寧で緊張感のある対応でした。
◆ 憲法闘争の前進をめざす、団体・地方・地域交流会に全国から124人参加
　憲法改悪反対共同センターは、1月26日、奇しくも国会で安倍首相が憲法改悪を強調する施政方針演説を行っていた同時間に全労連会館2階ホールで「憲法闘争の前進をめざす、団体・地方・地域交流会」を開催、労組・団体・地方から１２４名が参加しました。
　交流会では、主催者あいさつを松井繁明自由法曹団団長、記念講演を川村俊夫憲法会議事務局長、基調提起を今井文夫全労連常任幹事、国会報告を笠井亮日本共産党衆議院議員が行ないました。討論では１８名が発言、大阪の昨年末の教育基本法改悪反対闘争の確信にみちた発言は憲法闘争に引き継ぐものとして大きな感銘を与えました。
<開会あいさつ　自由法曹団団長・松井繁明氏>

松井氏は、「改憲手続き法」について、①最低投票率のもと国民の２割で改悪できるカラクリ、②５００万人の公務員が動けない、③改憲広告でメディア・TV業界に１０００億円うるおわせる（先の小泉劇場選挙で３００億円）、など危険極まりない法案であると指摘、全力上げて阻止すべきと強調。
<記念講演　憲法会議事務局長・川村俊夫氏>

川村氏は、改憲派は二つのハードルを越えねばならない。第一は「三分の二」の多数獲得は自民、公明、民主で可能となろう。第二のハードルは「国民投票における過半数突破」であるが、①国民の憲法意識についての各マスコミの世論調査は「憲法九条を守る」が上昇しているので、彼らは大変な危機感を抱いている。②そのため、北朝鮮脅威、愛国心、古くなった、おしつけられた、国際貢献などマスコミを使ってのイデオロギー宣伝に躍起になっている。③よって、低い賛成で改憲が出来る「手続き法」つくりになりふりかまわず全力をあげている。今をおいて改憲のチャンスはないとの相当の覚悟である。改憲にストップをかける展望は、①「過半数世論つくり」確保を真正面に据え、６0００の「９条の会」はもう一桁上げねば（全国の小学校区は２万５千）ならない。そのために保守・革新の壁を越えた職場、地域、学園での草の根の運動を強める。今夜のオカズやお天気のように憲法と平和、くらしを結びつけた対話を旺盛に広げ、語ろう。②民主勢力独自の役割を見据えた「憲法共同センター」を全ての行政区に確立し、組織者としての役割を果たし、イデオロギー攻撃のたたかいの先頭に立とう。③圧倒的な国民がこれらの運動に参画し、たたかいを体験したとき、本当の憲法を活かす国づくりが可能と強調しました。
<基調提起　全労連常幹・今井文夫氏>

今井氏は、安倍首相が1月4日の年頭会見で、通常国会での改憲手続き法案の成立を強調するとともに、憲法について「私の内閣として改正を目指したいのは当然、参院選でも訴えていきたい」と改憲を参議院選挙の争点とし、改憲手続き法案を5月3日までに成立させていく考えを示したことに対し、それを受けて立ち逆に憲法を守る大運動を展開していくことの意義を強調。当面するたたかいでは、自民党の改憲案批判と改憲手続き法案反対の運動を一体のものとして展開し、地方・地域・職場からの学習を強めつつ、改憲のための手続き法反対の世論と運動を広げ、政党・議員要請、集会開催、一大宣伝行動などの取り組みを提起しました。以下、中央における当面の取り組み。
<国民大運動実行委員会などの国会行動>
　・日　程　2月21日(水)　3月7日(水)・20日(火)・・4月以降は別途　

　・場　所　衆議院議員面会所、3月以降は衆議院第２議員会館前

　・時　間　12：15分～13：00

　・主　催　国民大運動実行委員会、中央社保協、安保破棄中央実行委

<ストップ！改憲手続き法案大集会>
　　・日　時　3月 2日(金) 18：30～集会後、国会請願デモ　　 

　　・場　所　日比谷野外音楽堂　

・主　催　5・3集会実行委員会
<憲法改悪反対共同センターの国会行動・議員要請>
　・3月20日(火)第一次11：00～12：00/第二次14：00～16：00　場所は別途連絡
<憲法改悪のための改憲手続き法案法阻止・米軍・自衛隊はイラクから撤退せよ！

　　米軍基地再編・強化反対3・20中央集会>
　　・日　時　3月20日(火) 18：30～終了後デモ有り

　　・場　所　日比谷野外音楽堂　

・主　催　同集会実行委員会(安保中央・東京、全労連・東京地評など)
◆ 秋田　9日～3月1日まで集中宣伝期間
　秋田県憲法センターは2月5日、第38回運営委員会を開き、当面の取り組みと5月3日の憲法集会の企画などについて話し合い、下記内容を確認しました。特に、国民投票法については安倍首相が改憲を参議院選挙の争点に位置付け、自民党の中川幹事長が「改憲手続き法」を5月3日までに成立させるとのべるなど、緊迫した情勢にあることから学習・宣伝・署名行動や国会議員要請行動などを集中して取り組むことを確認しました。

（１）『国民投票法』の学習・宣伝・署名行動について　

　法案の学習と反対署名行動を「憲法改悪反対署名」と併行して行います。国会行動に合わせ組織内の署名を急ぎ集約して送付します。署名数は憲法センターでも集約します。なお、2月4日に新婦人鹿角支部が40人の参加で憲法学習会を開らいたのに続き、秋田中央・横手平鹿地域労連が23日に学習会を行い、秋田中央地域労連が同日街頭宣伝・署名行動を行います。

（２）街頭宣伝行動の強化　

　2月9日～3月1日を一区切りに『国民投票法』反対を中心とした街頭宣伝行動を展開します。宣伝テープを5本程度作成し、県労連宣伝カーで秋田市を中心に連日流し・停車宣伝を行うほか、宣伝カー所有団体にも届け、流し宣伝をお願いします。県労連宣伝カーの運行に当たっては従来どおり交代で運転と演説・ビラ配布を行うこととし、都合の良い日を登録していただく方式とします。
◆ 大阪　「０７新春　学習のつどい」

大阪憲法会議・共同センターは、１月２７日、「新春学習のつどい」を開催し、５１団体３６地域から１５３人が会場にあふれ、川村俊夫さん（中央憲法会議事務局長）の講演と、５人のとりくみの報告をまなび、０７年の闘いの行動提起を確認しあいました。

「つどい」には、日本共産党元参議院議員で大阪憲法会議副幹事長の山下よしきさんが参加、「安倍首相の施政方針演説は世界の流れにも国民のくらしにも根をもたない。９条こそ世界の規範。２５条の生存権を守ろう」とあいさつされました。

　なお、つどいでの行動のよびかけは、以下の通りです。
①憲法改悪阻止の府民過半数世論結集にむけ、草の根からのとりくみを発展させる。

無数の「九条の会」を　共同センターの役割強化

②全府民的宣伝を旺盛にすすめる

「９の日宣伝」など全府民的宣伝を
③府民過半数署名の０７年末達成をめざす

行政区、小中学校区、丁目単位の目標と推進体制をもつ

各団体は団体目標をもつとともに、地域共同センターに結集する

③改憲手続き法案阻止など通常国会での闘争を強化する。
⑤10万回１００万人学習会にとりくむ

⑥「二つの環」をおさえた議論と実践を

　　・　組織や政治的立場の違いを超えて「9条守れ」の一点での共同をひろげる

　　・　２つの選挙を、改憲勢力を政治的に包囲するチャンスとしてとりくむ
　短信･ホットライン　
■ 「宣伝物ダウンロード」に改憲手続き法反対チラシ、請願署名を添付
憲法改悪反対共同センターは、安倍首相が改憲を参議院選挙の争点にし、そのための手続き法を5月3日の憲法制定60周年までに成立させようとしている重大な情勢のもと、緊急に宣伝用版下と請願署名をつくり、「宣伝物ダウンロード」に貼付けました。
■ 読売新聞社の全国世論調査(07/01/23)

内閣支持率が3カ月連続で続落、いよいよ４８％　不支持率は急増し３８・９％となった。年代別に見ると、２０歳代で「支持しない」5０・０％で、「支持する」３５・３％を上回るなど、２０～４０歳代での落ち込みが目立つ。戦後最年少内閣が20代に支持されていない。貧困と格差への怒り、改憲タカ派、戦争する国への警戒の現れか。
安倍内閣が取り組むべき優先課題のトップは「年金や医療など社会保障制度改革」６３％、２位は「景気・雇用対策」５４％。「憲法改正」が17項目中15番目の7％でしかない。安倍首相の「美しい国　日本」は改憲の道であり「戦争する国　日本」である。
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